
 

令和８年４月２３日  

道 路 ・ 交 通 計 画 部  

道 路 事 業 推 進 課 

 

世田谷区主要生活道路１０６号線（恵泉付近）土地収用案件に係る今後の対応について 

 

１．主旨 

世田谷区主要生活道路１０６号線（恵泉付近）の道路事業においては、事業用地の取得

と整備が進む中、任意での用地取得が困難な状況であったことから、区では、平成２２年

８月より土地収用法（以下「法」という。）に基づく手続きを進め、平成２４年１１月に

は土地の権利取得裁決、平成２９年１月には土地の明渡裁決を得て、残る事業用地の取得

を行ってきた。 

区では、令和１０年３月末の事業完成を目指し土地の明渡しを受けるべく、道路開通に

よる環境悪化を懸念する「恵泉裏地域の環境を守る会」（以下「守る会」という。）等との

話し合いの密度を高めるとともに、並行して行政代執行に関する課題の整理を進めてき

たところである。 

その結果、区と守る会代表である相手方との間で、令和９年３月末までに相手方が自主

的に土地を明け渡すこと等について合意に至り、この度、その内容を証する書面として合

意書を双方にて取り交わした。ついては、その合意概要及び今後の対応について報告す

る。 

 

２．事業の概要 

（１）名  称  世田谷区主要生活道路１０６号線（恵泉付近） 

（２）事 業 地  世田谷区経堂三丁目地内、船橋五丁目地内 ※別紙１「案内図」参照 

（３）事業期間  昭和 41年 4月 2日～令和 10年 3月 31日まで 

（４）延長・幅員   延長 269.8ｍ 計画幅員 11ｍ 

(５) 用地取得率  100％（令和 8年 4月時点） 

 

３．これまでの経過（土地収用手続きの主な経過） 

 平成２２年 ８月  事業認定申請（法第１６条） 

 平成２３年 ２月  事業認定（法第２０条） 

 平成２４年 １月  裁決申請（法第３９条第１項） 

      １１月  権利取得裁決（法第４８条第１項） 

 平成２５年 １月  土地所有権移転登記（法第１０１条） 

 平成２６年１２月  明渡裁決の申立て（法第４７条の２第３項） 

 平成２９年 １月  明渡裁決（法第４９条第 1項） 
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４．収用した土地（明渡し対象の土地）の所在 

世田谷区経堂三丁目 

地 番 
地 目 地 積（㎡） 

備  考 
公 簿 現 況 公 簿 実 測 

1064番 46 宅地 宅地 121.08 121.08 

裁決に基づき平成 25

年１月 21 日に区に所

有権移転登記 

 

５．合意の概要  ※別紙２、３参照 

 

６．今後の予定 

令和 ８年４月～   相手方による土地引渡しに向けた準備及び更地化工事 

令和 ９年４月～   道路築造工事の実施 

令和１０年４月以降  未供用（未開通）部分の供用開始 
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案 内 図 

世田谷区主要生活道路 106 号線（恵泉付近） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

別紙１ 

事業認定区間 

延長 269.8ｍ 計画幅員 11ｍ 

船橋五丁目 

経堂三丁目 

収用した土地 

（明渡し対象の土地）の所在 

世田谷区経堂三丁目 

1064 番 46 
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先行提供地 

残余地 

隣接区有地 

凡  例 

m 

別紙３ 

【残 余 地】 

令和９年３月末まで 

更地化し区へ引き渡す 

 

【先行提供地】 

令和８年９月末まで 

更地化し区へ引き渡す 

 

樹木移植の承諾 

 

Isyoku 
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